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１ 保存樹等維持管理助成制度とは 
 

保存樹等は、都市の美観・風致の維持のため、法もしくは条例に基づく指定によって名木・古木とい

われるような幹回りや樹高等が一定の基準を満たす樹木の保全を図る制度であり、昭和48年から実

施しています。貴重な緑を未来へ引き継いでいくために市民の皆さまの協力のもとに運用されてきた

制度ですが、大木化している保存樹等を適切に管理していくためには多額の費用がかかり、所有者の

皆さまの負担が大きくなってきています。 

そこで、保存樹等の健全で良好な保全につなげることを目的として、保存樹等維持管理助

成制度を令和7年度より実施しています。 

 

 制度の概要 

 保存樹又は保存樹木の健全な育成・形状の調整等を目的とするせん定費用の一部を助成し

ます。 

 ※特別緑地保全地区内にある保存樹等は除きます。 

 ※助成にあたっての条件や手続きにつきましては次ページ以降をご参照ください。 
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２ 助成対象と助成額 

 

（１）申込のできる対象者 

保存樹等の所有者、または管理者 

 

（２）助成対象 

対象樹木 

名古屋市が指定した保存樹又は保存樹木 

※特別緑地保全地区内にある保存樹等を除く。 

 

作業内容 

 

 

助成にあたっての条件 

・  助成対象となる作業は、申請時に未施工で、名古屋市からの交付決定通知後に作業を

開始すること 

・ 当該年度の３月１５日までに、作業を完了し、実績報告書及び支払い領収書をはじめ

とする書類を提出し、実績報告の手続きが完了できること。 

・ 対象樹木が、当該年度を含む過去3か年度に当該助成を受けていないこと。 

 

助成対象作業経費 

・樹木のせん定等の作業に係る経費 

・それに伴う運搬や処理作業に係る経費 

※見積書は樹木 1 本毎の作業経費がわかるように取得してください 

※助成する作業経費は、業者に委託をする経費に限ります。 

 



3 

 

（３）助成額 

・作業経費合計の 1／2 の金額を助成します（千円未満切り捨て） 

・助成金額の上限は樹木1本あたり30万円です。 

※交付決定後は、作業費が増額となった場合であっても交付金の増額はできません。 

 

（４）助成制度作業実施にあたっての注意事項 

・次に掲げる事項について配慮し、助成対象作業を行ってください。 

1) 保存樹等の育成に支障のない作業方法を選択すること 

せん定をする場合は、支障となっている枝のせん定、または樹木全体の生育とバランス

を考えたせん定としてください。 

2) 安全に配慮した作業方法を選択すること 

作業中の事故が発生しないように、作業方法や安全対策には十分ご注意ください。作業

中の事故については、名古屋市では責任をとる事はできません。 

・せん定した枝葉は関係法令に基づき、適正に処理をしてください。処理費を助成対象とす

る場合は処理状況を証明する書類が必要となります。 

 

 

  



4 

 

特別助成金申込受付 
（事前受付票・抽選・樹勢診断調整） 

 

 

申 込 

実施計画 

審査・通知 

内容変更等 

施工・報告 

 

 
審査・通知 

 

 特別助成金請求 

特別助成金交付 

審査・承認 

 

３ 手続きの流れ 
 

（１）申込受付 

 電話受付のあとに抽選を実施し、申請の順番を決定いたします。 

   ※申込受付の時期等の詳細につきましては、所有者の皆さま方に別途郵送にて 

    ご連絡させていただきます。 

   ※受付は先着順ではありません。 

   ※申込は、お一人様あたり 3 本を上限とします。 

※郵送、ＦＡＸ、メールによる申込は受け付けることができません。 

 

（２）特別助成金交付までの手続きの流れ 

           保存樹等の所有者・管理者               名 古 屋 市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

特別助成金申込電話連絡 
特別助成金申請順番連絡・通知 

特別助成金交付申請書 
添付書類① 

特別助成金交付決定通知書 

変更承認申請書

実績報告書 

添付書類② 
特別助成金交付額確定通知書 

助成対象作業中止届出書

特別助成金請求書 

添付書類③ 

変更承認通知書 

作
業
前 

作
業
中
␡
作
業
後 

 

樹勢診断 
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（３）提出書類 

 特別助成金交付申請書や実績報告書、特別助成金請求書を提出される際は、それぞれ以

下の添付書類の提出が必要となります。 

 

① 特別助成金交付申請書 添付書類 

・樹勢診断結果報告書 

・経費を証明する書類（見積書等） 

・作業箇所の位置図 

・作業に係る図面（せん定計画図、せん定方針書など） 

・現況写真（作業の着手前の写真） 

・土地の所有を証明する書類（登記事項証明書等）等 

 

②  実績報告書 添付書類 

・支払い領収書の写し 

・写真（完了後） 

・廃棄物の処理に係る伝票の写し（廃棄物処理を行った場合） 

 

③ 特別助成金請求書 添付書類 

・振込口座の通帳の写し 

 

 

（４）樹木医による樹勢診断 

・保存樹等の育成に支障のない作業方法となるよう、樹木医による樹勢診断を実施してく

ださい。 

・樹勢診断にかかる経費は本助成の対象外です。 

・樹木医による樹勢診断は、（公財）みどりの協会で行う保存樹等診断事業により無料で

実施することができます。 

・（公財）緑の協会保存樹等診断事業による樹木医の樹勢診断を希望される方は、申込受

付時にお伝えください。ただし、当該事業は予算に限りがありますので、利用できない

場合があります。 
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４ 各手続きの書類作成方法 

 

（１）特別助成金交付申請書 

樹木医による樹勢診断が完了しましたら、以下の書類を添付して特別助成金交付申請

書を名古屋市役所緑地維持課に提出してください。 

 

・樹勢診断結果報告書 

・経費を証明する書類（見積書等） 

・作業箇所の位置図 

・作業に係る図面（せん定計画図、せん定方針書など） 

・現況写真（作業の着手前の写真） 

・土地の所有を証明する書類（登記事項証明書等） 

 

【所有者が複数いる場合】 

・申請者を除く所有者全員の同意書 

 

 提出いただいた申請書の書類をもとに交付決定の審査を行います。 
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特別助成金交付申請書 

 

 

 

第 1 号様式 

申請者（所有者又は管理者）の氏名と住所 
電話番号をご記入ください。 

申請する保存樹等の番号を全てご記入ください（例：千種－１） 

おおよそで構いませんので予定されている 
期間をご記入ください。 

下記の内訳書の合計額と同一の金額をご記入ください。 

助成対象経費の 1/2 
上限 30 万円 
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番号を忘れずにご記入ください 

該当する箇所に✔をご記入ください 
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見  積  書
令和  年  月  日

○○    様

見積金額             円

工事名 株式会社 △△造園

工事場所 代表取締役 名古屋 太郎 

見積有効期限 令和  年  月  日

   経費を証明する書類（見積書等） 

・ 見積金額は樹木1本毎の経費がわかるようにしてください。 

・ 作業を行う業者からの見積書の写しを添付してください。 

・ 見積書に以下の項目が記載されているかを確認してください。 

・見積書のあて先が申請者であるもの。 

・発行者の社名があるもの。 

・見積書の有効期限が入っており、作業予定時期が有効期限内であるもの。 

・ 助成対象経費として、以下の経費を入れることができます。 

・せん定に係る作業経費 

・せん定や運搬作業に係る車両経費 

・安全対策に係る経費 

・せん定枝の運搬・処分に係る経費（処分方法について明記） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

項目 規格・寸法 数量 単位 金額 備考

保存樹剪定 クスノキ 幹周200cm 1 本 ○○

安全対策費 1 式 ○○

剪定枝等運搬・処分費（処分場にて処理） 1 式 ○○

諸経費 1 式 ○○

小計 ○○

消費税 ○○

合計 ○○

     内 訳 書

発行日の記載があるもの 

発行者の社名があるもの 

宛先が申請者であるもの 

施工場所が申請書の作業実施場所と同じ
であるもの 

作業実施予定時期が見積有効期間内であるもの 

１本毎の金額がわかるようにしてください。 

※様式は任意です。

処分方法について記載を
してください。 
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   作業箇所の位置図 

・ 住宅地図等で、作業箇所がわかるように表示してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   作業に係る図面（計画平面図） 

・ 園路や建物など目印となるものを記入し、せん定作業を行う樹木の位置がわかるように

表示してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千種－２ 
せん定樹木 1 本 

社
殿 

参道 

○○神社 

○○神社 

○○小学校 

△△中学校 

千種－１ 
せん定樹木 1 本 
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   現況写真（作業の着手前の写真） 

・ 対象となる樹木の作業前の写真を添付してください。 

・ 写真は樹木全体の形がわかるように撮影してください。 

・ 対象樹木1本につき、少なくとも1枚は写真を添付してください。 

・ 作業が完了した際に、完了写真と比較するため、撮影位置図を添付してください。 

（作業に係る図面に追記して頂いても結構です。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   土地の所有を証明する書類（登記事項証明書等） 

・ 土地の所有者を確認できる公的書類（土地登記事項証明書等）を添付してください。 

・ 土地を共有名義で所有しており、そのうちの一人が申請者となっている場合、申請者を

除く所有者全員の同意書の提出が必要となります。 

・ 土地所有者とは異なる管理者が申請者となっている場合、所有者の承諾書の提出が必要

となります。 

申請者を除く所有者全員の同意書  

                        【所有者が複数いる場合】 

・ 土地を共有名義で所有しており、そのうちの一人が申請者となっている場合、所有者全

員の同意書を添付してください。 

・ 土地の所有を証明する書類で記載のある所有者全員（申請者を除く）から、今回の維持

管理助成に係る作業を行い、助成の申請等手続を申請者が行うことに対する同意をとっ

てください。 

・ 書類は複数枚にわたっても構いません。 

 
※交付決定通知後に、 

 ・作業金額の変更 

 ・施工業者の変更 

 ・せん定枝等の処分方法の変更 などがある場合は 

変更届が必要となる場合があります。事前に緑地維持課までご相談ください。 

社
殿 参道 

撮影位置図 

① 

② 

① ② 

第 2 号様式 
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（３）実績報告届 

助成対象作業を実施し、施工業者への支払いが完了しましたら、速やかに実績報告書を作

成して、添付書類と合わせて名古屋市役所緑地維持課にご提出ください。 
 

・実績報告書 

・支払い領収書の写し 

・写真（完了後） 

 

【廃棄物処理を行った場合】 

・廃棄物の処理に係る伝票の写し 

 

 

当該年度の３月１５日まで 

※3 月 15 日が閉庁日の場合は直前の開庁日まで 

※最終締め切りを過ぎると助成金の交付ができないため、作業を実施後、
報告書を速やかに提出いただけますようお願いします。 
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実績報告書 

 

 

 

交付決定通知書右上の 
日付と番号をご記入ください。 

第 8 号様式 

作業を実施した保存樹等の番号を全てご記入ください（例：千種－１） 

下記の内訳書の合計金額と 
同一の金額をご記入ください。 

せん定作業の完了日を 
ご記入ください。 
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領  収  書
令和  年  月  日

○○    様

金             円

〇△○として、上記金額を領収しました。

工事名 株式会社 △△造園

工事場所 代表取締役 名古屋 太郎 

領  収  書
令和  年  月  日

○○    様

金             円

〇△○として、上記金額を領収しました。

工事名 株式会社 △△造園

工事場所 代表取締役 名古屋 太郎 

助成対象作業支払い領収書の写し又はそれに類する書類 

・ 作業経費の支払い領収書の写しを添付してください。 

・ 領収書に以下の項目が記載されているかを確認してください。 

・領収書のあて先が申請者であるもの。 

・発行者の社名があるもの。 

・領収書の発行日が入っているもの。 

・ 助成対象作業と同時に助成対象とならない作業を行っている場合は、領収書金額が、助

成対象作業の経費と同額となりません。その場合には余白に助成対象作業経費○○円を

含むと追記してください。 

    ※様式は任意です。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

領収書 例２（助成対象外の作業を含む場合）     ※様式は任意です。 

 

 

 

 

 

  

 

発行日の記載があるもの 
 
※発行日は交付額確定通知後の 
 日付とすること 

発行者の社名があるもの 

宛先が申請者であるもの 

施工場所が申請書の作業実施場所と
同じであるもの 

領収金額が申請書の作業対象経費と
一致するもの 

発行者の社名があるもの 

宛先が申請者であるもの 

施工場所が申請書の作業実施場所と
同じであるもの 

（助成対象経費  円を含む） 

余白に申請書の助成対象経費の金額
を追記してください。 

発行日の記載があるもの 
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写真（作業完了後） 

・ 助成対象となる樹木の作業完了後の写真を添付してください。 

・ 撮影位置図を添付し、撮影方向を記入してください。 

・ 作業完了前の写真と同じ位置、同じ角度にて撮影してください。 

・ 写真で作業の完了を確認するため、樹木1本につき少なくとも1枚の写真撮影をお願いし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

廃棄物の処理に係る伝票の写し又はそれに類する書類 

【廃棄物処理費を作業対象経費に含めている場合】 

・ 作業で発生した枝葉等の処分を行い、その費用を作業対象経費として含めている場合、処

理伝票等、処理したことがわかる書類の写しを提出してください。 

  

社
殿 参道 

① 

② ① 

写真 

② 
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交付額確定通知書に記載されている
交付金額をご記入ください。 

交付額確定通知書右上の日付と 
番号をご記入ください。 

お振込みを希望される金融機関、
店番号、口座名義人、口座番号を
ご記入ください。 

該当する方に○をしてください。 

560,000 

特別助成金交付申請書に記載された土地所有者又は管理者の 
氏名と住所、電話番号をご記入ください 

（４）特別助成金請求書 

特別助成金交付額確定通知書が届きましたら緑地維持課まで提出してください。 
・特別助成金請求書 

・振込口座の通帳の写し 

・委任状（請求者名と振込口座名義人が異なる場合） 

請求書を提出していただいてから約 2 週間で指定口座に助成金を振り込みます。記帳等に

より適宜ご確認ください。 

特別助成金請求書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10 号様式 

－ 



 
請求者名と振込口座名義人が異なる場合に提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交付額確定通知書に記載されてい
る日付・番号をご記入ください。 

請求者名・請求者住所を
ご記入ください。 

口座の名義・口座の住所を
ご記入ください。 
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５ よくあるご質問 
 

 

Q 申請をすれば、名古屋市が業者に作業を依頼してくれるのか。 

 A 助成制度は、所有者もしくは管理者の方が行っていただくせん定作業の費用の一部を

名古屋市が所有者もしくは管理者に助成するものです。作業についての依頼や段取

り、作業中の安全管理等は所有者もしくは管理者でお願いします。 

 

 

Q 施工にあたっては、名古屋市の指定業者を使わなければいけないか。 

 A 名古屋市から業者を指定することはありません。ただし、工種毎の見積内訳等の書類

を作成することができ、助成を受けた作業の施工にあたっては安全管理等に留意して

いただける業者にて施工していただきますようお願いします。 

 

 

Q 台風で枝が折れ、危険だったので伐採をした。その費用を助成してもらえるか。 

 A 事前に申請を行い交付決定されたものでなければ、助成をすることはできません。台

風等の災害で危険性が予測される樹木については、事前に対応いただきますようお願

いします。 

 

 

 

 

 

 

＜担当窓口＞ 

緑政土木局 緑地維持課 民有地緑化担当 

〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号 

電話：052-972-2465 

E-mail：a2465@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp 

HP : 名古屋市公式ウェブサイト http：//www.city.nagoya.jp/ 

   サイト内検索             ページＩＤ検索 

                 

保存樹等維持管理助成 検索 １０４４９６８ 


